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vol.46「学習教材のトラブル」

Q：電話で中学生の子供の家庭教師の勧誘があり、自宅で販売員から子供と一緒に話を聞

　　きました。使用する教材が必要と言われ、兄妹で使えるからと勧められ、3年分の教材

　　も契約をしました。最初は、使用していましたが、使いづらく、使う意欲もなくして

　　います｡未使用のものがたくさんありますが、解約することができるのでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40代　女性）

A：家庭教師の契約と関連教材の契約の場合、中途解約をすることができますが、解約料

　　は必要です｡清算については、請求の上限はありますが、契約書に記載してある計算方

　　法で請求されます。

　　学習教材は実際に使用してみなければ、本人にあうかどうかわかりません。また、途

　　中で本人の気持ちが変わることもあります。契約内容や解約条件もしっかり確認をし

　　て、契約は慎重にしましょう。

平日：役場企画課　TEL  82-1115　　土･日：鳥取県消費生活センター　TEL  0859-34-2648

に電話してください。

これまでの０５７０－０６４－３７０も使えます。

家庭教師の契約のつもりが
3年分の教材も
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大量・高額な学習教材の契約は慎重に！

6年ぶりの
担当です。
よろしく
お願いします。

勉強は…？

無理
だっ
た…


